
安心できる介護サービスのあり方について

日本は世界に先駆けて超高齢化社会を迎えています。その日本の中でも上山市は６５歳以上人口比

率・高齢化率が３５％を超え、特段の対応によって安心できる医療・介護を整備していく必要があり

ます。こうした立場で介護サービスのあり方について考えてみたいと思います。

高齢化が進む中、家族に介護問題が集中していた問題を解消し、介護の社会化を実現するために介

護保険制度が導入され、17 年目を迎えています。しかし、介護の社会化とは裏腹に、いまだに介護問

題が市民の肩に重くのしかかっています。

第１に、全国で毎年 10万人以上が介護のために仕事をやめなければならないという問題です。その

８割は女性であります。介護サービス供給体制が不十分なために、まだまだ家族にしわ寄せが及んで

いる実態があります。それに対し、この間、国の方では連続 3 ヶ月の介護休業制度を義務づけ、給料

の 4 割の介護休業給付を定めましたが、介護の社会化とは真逆のミスマッチした政策ではないでしょ

うか。やはりきちんとした施設サービス・在宅サービスの充実を図り、家族の負担を軽減していく必

要があります。

第 2 に、しかし、施設に入所しようと思っても施設が全く足りないという問題があります。在宅サ

ービスを利用しようにも、介護従事者が不足しているという問題があります。特別養護老人ホームは

本市において入所待機者が１６６人（うち在宅待機者が５７人）もいて、そう簡単には入所できない

状況が続いております。要介護１・２の方を特養入所対象から外したため待機者は減ったように感じ

ますが、要介護１・２の入所希望者も２３５人もいて、あわせて４００人以上の方々が特別養護老人

ホームの入所を待ち望んでいます。第６期介護保険事業計画では１カ所の老人保健施設の整備が進め

られていますが、まだまだ足りない状況になっています。

国の方では特別養護老人ホーム建設への国庫補助金を廃止し、利用料の高いサービス付き高齢者住

宅の建設を促進しています。これではますます介護施設入所格差が広がってしまうのではないでしょ

うか。この間、私は独居老人の孤独死を立て続けに経験しました。すべて健康問題、介護問題を抱え

ている方たちで、医療・介護の力でなんとか救済できなかったかと悔やまれます。

私はこうした状況の下、安心できる介護サービスを提供するために、市が積極的に関与していくべ

きだと考えます。そのために以前 6 月定例会で私が提案したカミンへの高齢者施設の設置の他に、空

き家等を活用して介護保険サービス提供体制を充実させることを提案します。

市内にはすでに県の助成金を受けながら空き家を利用し、高齢者の協同生活や健康教室など介護予

防・生きがいづくりを進めている団体があります。こうした介護予防を実施する場所を中学区ごとに

整備するというのが地域包括ケアシステムの課題の一つだと思います。こうした空き家を活用した場

合、これまでは県の方から年間 200 万円の補助があり、こうした事業を支えてきましたが、今後市の

事業に移管するということで、市の対応が求められています。

また、認知症高齢者が増える中で、認知症予防・改善にあたっては、少人数対応のグループホーム

がすぐれた成果をあげていることが専門家から指摘されています。大人数の施設ではできない、個々

の症状に応じたきめ細かいケアが、こうした小規模のグループホームでは可能となり、すぐれた成果

をあげています。こうした空き家活用を通して介護サービス充実を図るために、本市としても積極的

に支援していく必要があると考えます。



政府は２０１３年１２月に「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」

（プログラム法）を成立させた後、２０１４年６月には「医療・介護総合確保法」を成立させ、これ

までの医療・介護を大きく改革する内容を打ち出しました。

改定介護保険法ではまず、要支援１・２の訪問介護と通所介護を介護保険給付から外し、介護予防

・日常生活支援総合事業（新総合事業）に移行されます。

厚生労働省が示した新総合事業を実施する際の「ガイドライン」では、①低廉な単価のサービスの

利用普及、②認定に至らない高齢者の増加、③自立の促進という三つのやり方で事業の効率化を図る

よう自治体に指導しています。

ガイドラインの一つ目の「低廉な単価サービスの利用普及」とは、ヘルパーなど介護職によるサー

ビスを、非正規やボランティアなどの人件費の安い非専門職のサービスに置き換えるということです。

新総合事業においては、訪問型もしくは通所型サービス A（緩和した基準によるサービス）とサー

ビス B（住民主体による支援）というものが導入されます。

まず、サービス A（緩和した基準によるサービス）ですが、これまでの有資格者という人員基準を

緩和し、サービス提供者は一定の研修を受ければ無資格者でもいい、事業責任者も無資格者でいいと

いうものです。また、サービス B は、無資格者のボランティアにより生活援助を行おうというもので

す。

このような新総合事業の導入は、ホームヘルプ・デイサービス全体に混乱を与え、その専門性と社

会的評価を低め、サービスの質を低下させる可能性があります。また、ヘルパーなど介護従事者が無

資格者や住民ボランティアと同列に置かれることによって、ますます賃金・労働条件の低下につなが

る事態も予想されます。

ガイドラインの二つ目の「認定に至らない高齢者の増加」とは、要介護認定を受けさせないという

ことで、要介護認定を申請する際に、窓口で「明らかに要介護認定が必要な場合」以外は、「基本チェ

ックリスト」を用いて新総合事業に誘導する仕組みが導入され、介護保険サービスを利用させない「水

際作戦」を実施しようとするものです。この基本チェックリストとは２５項目の文字通り基本的なも

ので、医師の意見書など専門的知見も要しないことから、担当職員の主観で左右される危険性もあり

ます。

そして、三つ目の「自立の促進」とは、新総合事業の適用となった方は、「かがめるようになる」「一

人で買物に行けるようになる」などの目標・課題を持たされ、行政側から「目標達成」「状態改善」と

みなされると、単価のさらに安いサービスへの転換やサービスの終了を行政から求められることとな

ります。

すでに新総合事業に移行している市町村では、これまでデイサービスセンターで入浴していた 95歳

の男性が、老人センターの風呂に行くようケアマネジャーから指導されたという事例、デイケアを半

年で卒業させられ、掃除ができない利用者のためにケアマネジャーがヘルパーを入れようとしたら、

市から「ボランティアか民生委員で」と指導され、結局誰も支援に入らずゴミ屋敷になってしまった

という事例などが報告されています。

このままでは要支援１・２の方たちは現行サービス水準が引き下げられ、必要な介護サービス・予

防サービスが受けられず、ますます重症化し、結局は介護保険財政の圧迫につながることが危惧され

ます。

そうした事態を防ぐために、第一に、介護保険給付から市の事業である地域支援事業に移行した場



合でも、五つのサービス累計における「現行相当サービス」を中心とし、これまでと同様のサービス

水準を維持していくべきだと考えます。

第二に、そのためには、事業所に支払う報酬についても、これまでと同様とし、事業の継続性を保

障する単価にしていくべきです。

第三に、要介護認定の申請権を保障するために、本人の意向を尊重することは当然として、市の窓

口では基本チェックリストでの選別は行わず、基本チェックリストは地域包括支援センターの専門職

が活用することを原則にすべきです。

第四に、財政面では、新総合事業の「事業費上限設定」をしないよう国に求めるとともに、必要な

国庫負担を要求していくことが必要です。


